
｢京都府土砂等による土地の埋
立て等の規制に関する条例（平
成21年10月1日施行）｣につい
て 

京都府山城北保健所 環境室 

             



土砂とは 土砂等とは 埋立て等とは 

土 

岩石 

砂 

砕石   

  など 

土砂 

土砂に付着したもの 

土砂に混入したもの 

 

注）廃棄物を除く   

埋立て 

盛土 

たい積 

仮置き（保管） 

     など   

【定義】 

廃棄物混じりの土砂や汚泥 
処理物（廃棄物に該当する
もの）等を用いた埋立て等
を行った場合、廃棄物の丌
適正処理となります。 

建物建築等のた 

めに一時的に掘 

削し従前の地形 

に復元する場合 

を含みます。 



条例の規制２本柱 

重要 

１ 埋立基準に適合しない土砂等を用いた埋  

 立て等の禁止 

 

２ 3,000㎡以上の埋立て等を行う場合は許可 

 が必要 



埋立基準に適合しない土砂等を用いた埋立て等 

【埋立基準】 土壌環境基準の溶出基準と同じです（２６項目） 

禁止されています！ 
 

規模の大小、行為者のいかんを問わず、禁止されています。 

 例外：同一区域内において発生した土砂等のみを使用す   

    る場合は適用除外。 
 



3,000㎡以上の土砂等の埋立て等 

      → 要許可 

 ○同一敷地内の切土で生じた土砂等のみを使用して 

  埋立て等を行う場合 

 

 ○発注者が国、地方公共団体など 

    

 ○運動場、駐車場、農地などの維持管理行為 

 

 ○亀岡市、城陽市、宇治田原町、京田辺市の土砂条     

  例の許可を受けて行う埋立て等  

着工前に！ 
例外 



条例名 要許可の範囲 

亀岡市 

亀岡市土砂等によ
る土地の埋立て、
盛土、たい積行為
及び切土の規制に
関する条例 

５００㎡≦事業区域＜３０００㎡ 

又は 

切土区域が５００㎡以上 

城陽市 

城陽市砂利採取及
び土砂等の採取又
は土地の埋立等に
関する条例     

埋立て等面積が５００㎡以上 

又は 

使用土量が５００㎥以上 

宇治田原町 

宇治田原町土砂等
による土地の埋立
て、盛土及びたい
積行為の規制に関
する条例                

埋立て等面積が５００㎡以上 

又は 

使用土量が３００㎥以上 

京田辺市 
京田辺市土砂等に
よる埋立等事業規
制に関する条例   

埋立て等面積が５００㎡以上 
注）都市計画法、宅地造成等規制法等の  

  許可を受けて行う埋立て等は対象外 

各市町の土砂条例 



だれが許可申請を行うのか？ 
 

 土地の埋立て等を行おうとする方が、許可 

申請を行います。 
   例：土地造成を行う開発者 

 

 請負工事により土地の埋立て等を行う場合 

は、発注者が土地の埋立て等を行う方に該当 

します。 

   Ａ開発（発注者）がＢ建設（元請け）に土地の造成
を依頼し、Ｃ土木（下請け）が埋立て等を行う場合 

 → 許可申請するのはＡ開発。 



許可申請の流れ 

事前協議 

許可申請  ※新規許可申請手数料 ５８，０００円 

許可（ｏｒ丌許可） 

周辺住民への周知 

【許可の基準】 

○土砂等が埋立基準に適合 

○施行計画が技術上の基準に適合 

 （土砂等の崩落や擁壁の崩壊の 

  防止等の措置） 

○周辺地域の生活環境の保全及び 

 災害防止のための基準に適合 

 （管理体制等） 



土壌分析について 
 

●採取方法が決められています 

 ①土砂等の発生場所を3,000㎡以内の区域に等分する 

 ②等分した区域の中央を起点に、以下の図のように 

  ５地点から採取し、混合する  



許可取得後に必要な手続き 

変更許可の
申請 

埋立て等区域の面積、埋立て等に用いる土砂等
を発生させる者、数量等に変更がある場合 

軽微な変更
の届出 

変更許可に該当しない軽微な変更等をした場合 
（３０日以内） 

着手の届出 土地の埋立て等に着手した場合（１０日以内） 

展開検査と
報告 

ダンプ等ごとに土砂等を展開して、目視検査。
展開検査結果を３ヶ月ごとに府へ報告。 

土壌調査と
報告 

３ヶ月ごとに、埋立て等区域の土壌を調査。 

調査結果を府へ報告。 

完了等の届
出 

土地の埋立て等を完了、廃止、休止又は再開し
た場合 



許可取得後に必要な維持管理 

施工管理者の設
置 

適切に管理できる者 

標識の掲示 埋立て等の場所に許可内容を記載した
標識を掲示 

帳簿の記載 搬入時刻・搬入者・車両、土壌の数量、
展開検査の結果などを記録 

書類の備付けと
閲覧 

帳簿、許可申請書・届出・報告書等の
備置き。周辺住民の求めに応じて開示 



京都府土砂条例 土壌汚染対策法 

許可・届出
の対象 

埋立て等面積3,000

㎡以上 

土地の形質変更の部分の面積の合
計が3,000㎡以上 

（切り盛りの別を問わず） 

例外 ●同一区域内の土砂  

 等のみを用いて行 

 うもの 

●発注者が国などの 

 場合    

●駐車場などの維持 

 管理行為 

●各市町の土砂条例 

 許可を受けて行う 

 工事    

       など             

●盛土のみの工事 

●次のすべてにあてはまる場合 

 ア 土壌を当該土地の形質変更 

  の対象となる土地の区域外へ 

  搬出しない 

 イ 土壌の飛散又は流出を伴う 

  土地の形質変更を行わない 

 ウ 土地の形質変更に係る部分  

  の深さが５０ｃｍ以下 

             など 

手続き時期 着工前に事前許可 着手する３０日前までに、要届出 

許可・届出
する人 

開発者・発注者など 開発者・発注者など 



① 土砂等の発生を抑制するよう努めなけれ  

 ばならない 

  → 切土と盛土のバランスを考慮 

                   

② 丌適正な埋立て等が行われることがない 

 よう努めなければならない 

  → 自ら発生させた残土の処分がどのように 

   行われるかを発注者として確認         

   

土砂等を発生させる者の責務 

          （条例第４条） 


